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4歳以上65歳未満の在宅心身障害者（身障手帳１～３級、愛の手帳１～４度）

〔法令等名〕

事業区分

その他サービス

平成２７年度　事務事業評価シート

台東区心身障害児・者緊急一時保護実施要綱根拠法令等

事業対象

事務事業名 心身障害者（児）緊急一時保護
障害福祉課

2

事業内容のとおり
全部委託

特定非営利法人に事業委託し、心身障害者を保護する
・保護委託施設　①特定非営利法人ほおずきの会「ほおずきの家」「ぐるーぷポテト」
　　　　　　　　　　 ②特定非営利法人りんご村「生活ホームりんご村」
・利用時間　１単位（４時間以内）、２単位（８時間以内）、１日単位（宿泊を伴う２４時間以内）
・利用料　原則として委託料の１割。ただし生活後保世帯及び住民税非課税世帯は免除。

補助金の有無
委託内容

２６年度

なし

所保護委託施設数

事業内容

委託の有無

事業目的

指標の名称種　別 (単位)

活動指標
2

[事業開始]

在宅の心身障害者を介護している保護者又は家族が、疾病等の事由により家庭での介護が困難となった場合に心身障害者
を一時的に保護し、心身障害者の生活の安定を図る。

3,166

3,409

件
成果指標

利用件数

1,999　人にかかるコスト（人件費など）

3

6,349

適切な時間数で利用者の保護を実施しているか委託事業所に確認をとる等、連携を図りながら保護を実施している。

233

425

3,108

418

6,568

3,167

0

　決算額　　(単位：千円) 2,775

　受益者負担額（使用料・手数料・負担金など）

利用時間

3,401

手段の適切性

事務事業コスト

(単位：千円)

[評価の理由]（区民生活への影響を十分考慮すること）

緊急時の一時的な保護は障害者（児）本人や家族にとって社会生活上必要不可欠な事業であ
り、心身障害者（児）の生活の安定を図るために本事業を維持していく必要がある。

3
評
価
の
視
点

評価 評価の理由

心身障害者（児）を介護している家族及び利用者本人にとって、緊急時の一時的な保護はニーズが高く、必要
不可欠である。

維持

評
価
結
果

利用時間数実績は目標値に届いていないが、利用実人数は前年度と比較し横ばいである。事業を必要とする
ニーズは高いため、今後も継続して事業を実施する必要がある。

3 各施設により保護を行うことで24時間365日の保護が可能となっているため、事業委託をすることは適切であ
る。

保護を委託する事業者に支払う一定の委託料に大幅なコストの変動はない。

拡大
改善
維持
縮小
廃止・終了

今後の方向性

目的達成度 2

0

4,774

財源項目

(単位：千円)

必要性

272

前回評価から
改善した事項

　その他特定財源（国や都の支出金・財産収入など）

　一般財源（区負担額） 4,541

219

0 0

6,728

7,000

0

効率性

3,200 2,744時間

370

2

483

2,775

事業の開始・終了年度

事
務
事
業
の
概
要

事
務
事
業
の
実
績

年度昭和 95 [終了予定] 年度-　 　

3,590

0

　物にかかるコスト（物件費・維持補修費）

　その他のコスト（扶助費・補助費など）

　総経費

２５年度２４年度
目標値

（２９年度）

2

3,591

3,560


